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原子力規制庁記者ブリーフィング 

 

  日時：平成29年4月11日（火）14:30～ 

  場所：原子力規制委員会庁舎 記者会見室 

  対応：松浦長官官房総務課長 

 

 

＜本日の報告事項＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原子力規制庁の定例ブリーフィ

ングを始めます。 

○松浦総務課長 それでは、皆様のお手元の広報日程に基づきまして、私から補足説明を

させていただきたいと思います。 

  まず、1ページ目、1.の（1）番、明日の原子力規制委員会についてでございます。議

題は5つございます。 

  まず、議題の1番目でございます。これは、4月7日に参議院本会議において可決・成立

いたしました検査制度の改正、RI規制の改正等を含む炉規法等の改正法律につきまして、

今後、施行等の対応がございますので、その件に関しまして原子力規制委員会に報告す

るものでございます。 

  続きまして、議題の2番目でございます。こちらはウラン等を少量使用しております核

燃料物質使用者等に対します立入検査について、平成28年の4月の原子力規制委員会に

おいて了承されたところでございます。この28年度中に行われました立入検査の結果に

ついて、今般、原子力規制委員会に報告するものでございます。 

  続きまして、議題の3番目でございます。議題の3番目は、こちらは本年の2月22日の原

子力規制委員会におきまして、放射線防護分野の安全研究事業について、事業の実施体

制につきまして、原子力規制庁事務方の方から原子力規制委員会に報告したところでご

ざいます。その際、実施体制について原子力規制委員会の方から御指摘がございました

ので、それを踏まえて新たに事務方の方でこの安全研究チームの実施体制について整理

いたしましたので、そのことについて報告し、了承を得るものでございます。 

  続きまして、議題の4番目でございます。こちらは原子力規制庁と大学等の共同研究に

関しまして、その実施規程の策定について、本年3月29日に原子力規制委員会で議論を

したところでございます。その際、いわゆる被規制者等との共同研究につきましての議

論が原子力規制委員会でございましたので、その議論を踏まえまして、新たに事務方の

方でこの共同研究実施規程について整理いたしました。今般、この新しく整理した共同

研究実施規程について、原子力規制委員会に報告するとともに、了承を頂くこととして

おります。 

  最後、議題の5番目でございます。これは毎年やっております原子力規制委員会の年次
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報告につきまして、平成28年度版の骨子について、原子力規制委員会に報告して了承を

頂くものでございます。あわせて、今後の段取りについても報告することとしておりま

す。 

  続きまして、2ページ目、4月13日木曜日、（5）番の審査会合でございます。議題とい

たしましては、2件ございます。 

  まず、1件目でございますけれども、日本原電の東海第二発電所につきまして、津波防

護についての説明を日本原電の方から伺う予定でございます。 

  続いて、議題の2番目といたしまして、東京電力の柏崎刈羽発電所6号機、7号機につき

まして、シビアアクシデント対策、設計基準事故対策について、それぞれコメント回答

を伺う予定でございます。 

  続きまして、同じく2ページ目、4月14日金曜日、核燃料施設等の新規制基準適合性に

係る審査会合でございます。（6）番でございます。こちらはJAEAの試験研究炉でござ

いますHTTRにつきまして、内陸活断層についてのコメント回答をJAEAの方から伺う予定

でございます。 

  私からの説明は以上でございます。 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは、いつものとおり、所属とお名前をおっしゃってから質問の方をお願い

します。 

  それでは、質問のある方は手を挙げてください。アベさん。 

○記者 日経新聞のアベです。 

  明日の委員会について、何点か伺わせてください。 

  まず、議題1なのですけれども、この炉規法の関係、今後の対応というのをもう少し教

えていただけますでしょうか。 

○松浦総務課長 法律を見ていただければ分かりますけれども、施行日がそれぞれ3ヶ月後

の施行であるとか、長いものですと3年後の施行とかがありますので、その施行日がど

うなるか。あと、それも含めて、今後、特に検査制度、RI規制もそうですけれども、様々

な規則を制定していくということになっております。そういった意味での段取りを規制

委員会の方に改めて御報告するということでございます。 

○記者 分かりました。 

  あと、議題2の立入検査の結果なのですけれども、これは事業者は何事業者ぐらいに立

ち入ったのでしょうか。 

○松浦総務課長 今回は全21事業所ですね。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 ほかにございますでしょうか。ナギラさん。 
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○記者 毎日新聞、ナギラです。 

  今の質問の関連で、議題2なのですが、立入検査をした中で何か悪質なものとか、そう

いったことが何かあったか教えていただけないでしょうか。 

○松浦総務課長 明日報告しますけれども、いわゆる法に触れるようなものはなかったと

報告を受けております。 

 

○司会 ほかに。ヒガシヤマさん。 

○記者 朝日新聞のヒガシヤマです。 

  聞き漏らしてしまっていたら恐縮なのですけれども、13日のEALの見直し会合ですが、

これはどのような議論になりますでしょうか。 

○松浦総務課長 こちらは事業者の方から、電事連と日本原燃の方が参加されるというこ

とですけれども、お話を伺うということと聞いております。 

○記者 ありがとうございます。 

 

○司会 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、本日のブリーフィングは以上としたいと思います。お疲れさまでした。 

 

－了－ 


